
「朝霞市教職員による犯罪被害者支援補助金交付要綱」補助資料 

 

１　＜第４条・第７条関係　補助金交付までの流れ＞ 

　（１）申請時に医療費等を既に支払い済みで、治療等を終えている場合 

　〇申請時に、既に治療等が 

終了し、支払いが済んでい 

る場合、かかった月数分の 

交付をまとめて行う。 

 ※上限１万円/月 
 
 
 

 
 
（２）申請時に医療費等の支払いが完了していない場合　 

　　【A：年度内に終了】 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

                                                                                                                      　　〇申請時に未だ治療等が 

完了しておらず、通院が 

継続する場合、治療が 

終了した時にかかった月　 

数分の交付を行う。 
※上限１万円/月 
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【B：年度を越えて終了】 

 

 〇申請時に未だ治療等が 

完了しておらず、通院が継 

続する場合、かつ、治療の 

終了が年度を超える場合は、 

３月末に年度内にかかった 

月数分の交付を行う。そ 

の後、年度を改めて申請し、 

かかった月数分を交付する。　　　　

※上限１万円/月 
 

 

 

 

（３）費用を、開始時に一括して支払った場合 

　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

　　注１）上記いずれの場合でも、1 人あたりに交付する額の上限は３６万円となる。 
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は、年度内にかかった月

数分の交付を行う。その

後、終了時までにかかっ

た月数分を交付する。 

※上限１万円/月
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２　＜第３条関係　補助金対象経費＞ 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本事件に起因して医療費の支払いが

生じた（カウンセリング等）

独立行政法人日本スポーツ振興センターか

ら給付を受けた

受けて 

いない
受けた

交付対象 交付対象外

（２）本事件に起因して、教育機会の確

保を図るために支払いが生じた（通信教

育・資格取得・フリースクール等）

※（１）の交付対象如何
に関わらず、（２）を併せ
て申請することができ
る。ただし、１万円/月、
かつ、一人当たりの交付
上限は 36 万円である。


